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第
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二
月
二
十
二
日
の
「
竹
島
の
日
」
に
対
す
る
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
の
関
与
、
協
力
に
関
す
る
第
三
回
質
問
主
意
書

昨
年
十
一
月
六
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
政
府
答
弁
書
（
内
閣
衆
質
一
七
三
第
二
九
号
）
で
は
、
「
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問

題
に
は
北
方
四
島
及
び
竹
島
を
め
ぐ
る
問
題
が
存
在
す
る
。
」
と
、
鳩
山
由
紀
夫
内
閣
と
し
て
も
、
竹
島
を
巡
る
領
土
問
題
が

あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
右
と
「
前
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質
一
七
四
第
一
七
八
号
）
、
「
前
々
回
答
弁
書
」
（
内
閣
衆
質

一
七
四
第
一
三
一
号
）
を
踏
ま
え
、
再
度
質
問
す
る
。

一

二
〇
〇
五
年
三
月
十
六
日
、
島
根
県
は
、
二
月
二
十
二
日
を
「
竹
島
の
日
」
と
す
る
条
例
を
制
定
し
た
。
右
に
つ
き
、

「
前
々
回
答
弁
書
」
で
は
「
御
指
摘
の
件
を
含
め
、
政
府
と
し
て
、
地
方
公
共
団
体
が
行
っ
た
個
別
具
体
の
施
策
に
つ
い
て

見
解
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。
」
と
、
鳩
山
内
閣
に
お
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
前
政
権
と
全
く
同
じ
答
弁
が
な
さ

れ
て
い
る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
右
の
島
根
県
の
施
策
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る
竹
島
が
韓
国
に
不
法
占
拠
さ
れ

て
い
る
現
状
を
打
開
す
る
た
め
の
一
筋
の
光
明
と
な
り
、
実
際
に
韓
国
と
交
渉
を
す
る
政
府
を
後
押
し
す
る
も
の
と
な
り
得

る
の
に
、
な
ぜ
鳩
山
内
閣
と
し
て
、
前
政
権
と
同
じ
答
弁
し
か
せ
ず
、
「
竹
島
の
日
」
の
制
定
は
島
根
県
が
独
自
に
行
っ
た

施
策
と
冷
淡
に
切
り
捨
て
る
の
か
、
ま
た
、
政
府
が
毎
年
二
月
七
日
を
「
北
方
領
土
の
日
」
と
定
め
て
い
る
の
と
同
様
に
、

も
う
一
方
の
領
土
問
題
で
あ
る
竹
島
に
つ
い
て
、
政
府
と
し
て
具
体
的
に
い
つ
を
「
竹
島
の
日
」
と
し
て
制
定
す
る
考
え
で

一



い
る
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
政
府
と
し
て
は
、
現
時
点
で
『
竹
島
の
日
』
を
制
定
す
る
考
え
は

な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
引
き
続
き
、
竹
島
の
領
有
権
の
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
を
主
張
し
、
問
題
の
平
和
的
解

決
を
図
る
上
で
、
有
効
な
方
策
を
不
断
に
検
討
し
て
い
く
考
え
で
あ
る
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
政
府
と
し
て
、

現
時
点
で
「
竹
島
の
日
」
を
制
定
す
る
考
え
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
右
は
、
右
答
弁
に
あ
る
「
問
題
の
平
和
的
解
決
を
図
る

上
で
、
有
効
な
方
策
」
に
十
分
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
と
し
て
現
時
点
で
そ
の
様
な
考
え
を
有
し
て
い

な
い
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

二

毎
年
二
月
二
十
二
日
、
島
根
県
が
主
催
し
て
「
竹
島
の
日
」
を
記
念
す
る
式
典
（
以
下
、
「
式
典
」
と
い
う
。
）
が
行
わ

れ
て
い
る
。
過
去
の
答
弁
書
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
様
に
、
前
自
民
・
公
明
政
権
は
、
「
式
典
」
の
招
待
を
受
け
て
い
な

が
ら
、
「
諸
般
の
事
情
」
と
い
う
不
可
解
な
理
由
で
欠
席
し
、
代
理
の
者
を
出
席
さ
せ
る
こ
と
も
せ
ず
、
何
ら
誠
意
あ
る
対

応
を
と
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
「
前
々
回
答
弁
書
」
で
は
、
鳩
山
内
閣
の
う
ち
、
岡
田
克
也
外
務
大
臣
、
赤
松
広
隆
農
林
水
産

大
臣
、
町
田
勝
弘
水
産
庁
長
官
及
び
齋
木
昭
隆
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
長
が
、
本
年
の
「
式
典
」
の
案
内
を
受
け
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
一
方
で
、
「
二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
者
へ
の
案
内
に
つ
い
て
は
、
出
席

で
き
な
い
旨
回
答
し
て
い
る
。
」
と
、
右
の
者
の
う
ち
、
誰
も
「
式
典
」
に
出
席
し
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い

二



る
。
前
回
質
問
主
意
書
で
、
右
の
者
が
「
式
典
」
に
出
席
で
き
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
、
ま
た
、
島
根
県
側
に
ど
の
様
な
回

答
を
し
て
い
る
の
か
と
問
う
た
と
こ
ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
諸
般
の
事
情
を
そ
れ
ぞ
れ
の
省

庁
に
お
い
て
勘
案
し
欠
席
す
る
こ
と
と
し
た
。
」
と
、
残
念
な
が
ら
前
政
権
と
全
く
同
じ
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
右
の

「
諸
般
の
事
情
」
と
は
具
体
的
に
ど
の
様
な
も
の
か
、
我
が
国
の
国
家
主
権
に
関
わ
る
竹
島
問
題
に
関
係
す
る
「
式
典
」

に
、
岡
田
大
臣
は
じ
め
関
係
閣
僚
、
政
府
関
係
者
が
出
席
で
き
な
い
と
す
る
事
情
と
は
一
体
ど
の
様
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

明
確
な
説
明
を
求
め
る
。

三

例
え
ば
本
年
二
月
七
日
、
北
海
道
根
室
市
で
北
方
領
土
返
還
を
求
め
る
式
典
が
行
わ
れ
た
際
、
福
山
哲
郎
外
務
副
大
臣
が

出
席
し
て
い
る
と
承
知
す
る
が
、
福
山
副
大
臣
以
外
に
、
右
式
典
に
出
席
し
た
閣
僚
は
じ
め
政
府
関
係
者
は
誰
か
、
全
て
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

三
で
指
摘
し
た
様
に
、
北
方
領
土
の
日
の
式
典
に
は
少
な
く
と
も
副
大
臣
が
出
席
し
て
い
る
一
方
で
、
政
府
と
し
て
、
竹

島
問
題
に
係
る
「
式
典
」
に
つ
い
て
は
誰
も
出
席
さ
せ
ず
、
代
理
の
者
も
送
ら
な
い
と
い
う
対
応
を
と
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ

か
。
前
政
権
の
様
に
曖
昧
な
答
弁
を
す
る
の
で
は
な
く
、
国
政
の
運
営
を
、
官
僚
主
導
・
官
僚
依
存
か
ら
政
治
主
導
・
国
民

主
導
へ
と
刷
新
す
る
こ
と
を
目
指
す
鳩
山
内
閣
に
ふ
さ
わ
し
い
、
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。

三



五

前
回
質
問
主
意
書
で
、
島
根
県
側
か
ら
招
待
を
受
け
た
者
は
、
「
式
典
」
に
代
理
の
者
を
出
席
さ
せ
て
い
る
か
、
さ
せ
て

い
る
の
な
ら
、
誰
を
代
理
と
し
て
出
席
さ
せ
た
の
か
、
ま
た
、
「
前
々
回
答
弁
書
」
で
は
「
政
府
と
し
て
、
お
尋
ね
の
よ
う

な
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
祝
電
等
を
島
根
県
に
対
し
て
送
る
考
え
は
な
い
。
」
と
の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
右
は
な
ぜ
か
、
鳩

山
内
閣
と
し
て
、
な
ぜ
前
政
権
同
様
、
「
式
典
」
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
祝
電
等
を
送
る
こ
と
を
し
な
い
の
か
と
問
う
た
と
こ

ろ
、
「
前
回
答
弁
書
」
で
は
「
代
理
の
者
は
出
席
し
て
お
ら
ず
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
や
祝
電
等
を
送
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
」
と

の
答
弁
が
な
さ
れ
て
い
る
。
鳩
山
内
閣
と
し
て
、
前
政
権
と
同
様
に
、
「
式
典
」
に
代
理
の
者
も
出
席
さ
せ
ず
、
メ
ッ
セ
ー

ジ
や
祝
電
等
も
送
ら
な
か
っ
た
理
由
は
何
か
説
明
さ
れ
た
い
。
右
は
、
国
民
の
目
線
に
立
ち
、
国
政
の
運
営
を
、
官
僚
主

導
・
官
僚
依
存
か
ら
政
治
主
導
・
国
民
主
導
へ
と
刷
新
す
る
こ
と
を
目
指
す
鳩
山
内
閣
の
対
応
と
し
て
不
適
切
で
は
な
い
の

か
。

六

北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
、
日
ロ
首
脳
間
は
じ
め
様
々
な
レ
ベ
ル
に
お
い
て
問
題
解
決
に
向
け
た
協
議
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
竹
島
問
題
に
つ
い
て
は
、
首
脳
会
談
は
お
ろ
か
、
日
韓
間
で
の
話
し
合
い
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
交
渉
の
テ
ー
ブ
ル

に
す
ら
着
い
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
と
考
え
る
。
前
文
で
指
摘
し
た
様
に
、
我
が
国
が
抱
え
る
領
土
問
題
は
、
北
方
領
土
と

竹
島
に
係
る
問
題
の
二
つ
の
み
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
政
府
の
取
り
組
み
は
こ
う
も
異
な
る
の
か
。

四



右
質
問
す
る
。

五


